
学校における新型インフルエンザ・クラスターサーベイランスの流れ 

＜目的＞ 地域における新型インフルエンザの発生を早期に探知すること 

 

学校の設置者 

 

保健所は、学校保健安全法第１８条及び学校保健安全法施行令第５条の規定に

基づき、学校の設置者から、以下のいずれかの基準を満たす場合に連絡を受ける。 
 
① 出席停止（インフルエンザ患者・疑われる者）が行われた場合 

② 休校・学年閉鎖・学級閉鎖等、臨時休業の措置が行われた場合 

※ ①については、保健所は、同一集団（原則として同一学級又は部活動単位

等）において 7 日以内に 2 名以上の出席停止者が発生していないか確認す

る。（簡易迅速検査で B型が確定された場合は除外する） 

 

また、保健所は、出席停止が行われたとき、又は、出席停止が行われなかっ

た場合でも、同一集団（原則として同一学級又は部活動単位等）で、7 日以内

にインフルエンザ様症状（※）による２名以上の欠席者（教職員を含む。）が

発生した場合、迅速に初期から情報伝達がなされるよう、あらかじめ学校の設

置者及び校長と十分に連携し、体制を整えておくこととする。 

       ※３８度以上の発熱かつ急性呼吸器症状 

 急性呼吸器症状とは少なくとも以下の１つ以上の症状を呈した場合をいう。 

ア） 鼻汁もしくは鼻閉 イ）咽頭痛 ウ）咳 

   

 

 

保健所は、学校の設置者から連絡を受けた場合、学校における感染状況等を把

握するため、迅速に以下の対策を講じる。 
 
① 学校の設置者に対し、患者（疑い者）が、医師の診断により、臨床症状及

び簡易迅速検査の結果（A 型陽性）等を踏まえ、インフルエンザと診断され

たことを確認する。 

② 学校の設置者に対し、学校内におけるインフルエンザ様症状を呈する者の

数や感染状況等を把握するよう依頼する。 

 

保健所は、学校における感染状況等を把握した上で、地域におけるインフルエ

ンザの流行状況や学校に通う者の状況等を勘案し、必要に応じ、以下の対策を講

じる。 
 
①  臨時休業の要請（学校の設置者からの臨時休業等に関する相談への対応を

含む。） 

② 学校における基本的な感染防止対策の徹底の指導の依頼 

③ 学校における基礎疾患を有する者等に対する早期受診、早期治療の指導の

依頼 
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